
（単位：円）

担当課
工事番号

下水道建設課 株式会社東部建設 R5.11.23
23100043 吉川　方人 R6.3.31

R5.11.23
R6.11.16
R5.11.23
R7.1.31

R5.11.23
R7.1.31

下水道建設課 有限会社西庄西本建設 R6.3.27
23100052 西本　匡 R6.9.12

R6.3.27
R7.3.31
R6.3.27
R7.3.31

下水道企画建設課 株式会社中澤工業 R6.6.20
24100014 中澤　伸悟 R7.1.25

R6.6.20
R7.3.31

維持管理課 カメイ建設株式会社 R6.7.18
24100027 亀井　信幸 R7.1.13

R6.7.18
R7.1.13

管路整備課 株式会社藤本水道 R6.8.28
24100031 齊藤　満伊 R7.1.14

R6.8.28
R7.2.13
R6.8.28
R7.2.13

管路整備課 有限会社東和水道工業所 R6.9.18
24100037 中村　員章 R7.1.15

R6.9.18
R7.2.28

令和 6年度 1月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水・農集・漁集会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

R5.11.22 北部処理区支線工事その１３ 192,702,400 167,658,691 130

360

R6.11.12 436

R6.3.4

436 4.01%

R6.3.26 本町排水区管渠改築工事その１ 37,039,200 34,023,000 170

R7.1.27 200,428,800 174,380,800 6,722,109

370

R7.1.20 36,093,200 33,154,000 △ 869,000 370 -2.55%

R6.9.6

220

R7.1.16 285

R6.6.19 マンホールトイレ設置工事その５２ 49,782,700 45,564,469

180

R7.1.7 46,871,000 42,735,000 775,637 180 1.85%

R6.7.17 紀の川大橋南詰止水弁設置工事 46,013,000 41,959,363

140

R6.12.26 170

R6.8.27 岡山丁～谷町配水管布設工事 57,090,000 52,160,149

164R7.1.8

170 4.88%

R6.9.17
美園町４丁目～田中町４丁目配水管布
設替工事

45,056,000 41,232,100 120

R7.1.29 59,884,000 54,703,000 2,542,851



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３１０００４３号

工 事 名 北部処理区支線工事その１３

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

【1工区】
φ200mmVP管推進工（低耐荷力圧入二工程式）L= 80.0m
φ200mmVP管推進工（低耐荷力泥土圧方式）　L= 65.4m
φ200mmPRP管布設工　　　　　　　　　　　 L=555.8m
マンホール工　　　　　　　　　　　　　 　　35か所
(2号-5、1号-12、0号-5、楕円-6、ﾚｼﾞﾝ-4、塩ﾋﾞ-3)
取付管およびます工　　　　　　　　　　　　 57か所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1式
水道管移設工　　　　　　　　　　　　　　　　　1式
【2工区】
φ250mmVU管布設工　　　　　　　　　　　　L= 23.2m
マンホール工(小型塩ビ-2)　　　　　　　　　　2か所
取付管およびます工　　　　　　　　　　　　　1か所
付帯工　　　　　　　                　　　　　1式
【3工区】
φ250mmHP管推進工(高耐荷力泥土圧一工程式)L= 12.2m
マンホール工(1号-1)　　　　　　　　　　　　 1か所
付帯工　　　　　　　                　　　　　1式
整備面積（分流・汚水）　　　　　　　　　 A=1.83ha

変 更 の 理 由

　本工事の管きょ工（推進工）において不測の障害物
にあたり推進不能になり、推進工法を変更した。
　以上の理由により、建設工事請負契約書第18条の規
定により設計図書の変更を行い、同契約書第25条の規
定により請負代金の増額変更を行いたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３１０００５２号

工 事 名 本町排水区管渠改築工事その1

変更後の工事場所

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

　313路線(美園町地内)において、既設管の状況が設計とは異
なり、当初設計の工法では施工困難となった。そのため工法
を再検討した結果、工法を管更生から開削に変更したことに
より減額。

　上記理由により、建設工事請負契約書第１８条第１項第４
号に基づき精査した結果、同契約書第１８条第４項第２号に
該当すると認められるため、同条第５項及び第２５条適用に
より、減額変更。

企業局

管きょ更生工(反転・形成工法)
雨水 φ450ｍｍ L=43.5m

管きょ更生工(開削工法)
合流 φ600ｍｍ L=55.8m



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和６年度

工 事 番 号 第２４１０００１４号

工 事 名 マンホールトイレ設置工事その５２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

マンホールトイレ工　　　　　１式
設置基数（組数）　　　　　４０基（４組／１０基）
マンホール工（１号－６）　６か所
付帯工　　　　　　　　　　　１式

変 更 の 理 由

　本工事は、伏虎義務教育学校の運動場内での施工とな
るが、伏虎義務教育学校と協議を行った結果、学校行事
の期間は施工ヤード又は工事設備の設置を避けることに
なったため、再度調整を行うこととなり、本工事の当初
予定していた施工時期も延期となった。
　以上の理由により、受注者である株式会社中澤工業代
表取締役中澤伸悟から工期延長請求書の提出があり、精
査した結果、建設工事請負契約書第２２条第１項に基づ
き、受注者の責めに帰することができない事由であると
判断した。同契約書第２４条に基づき６５日間の工期延
長をいたしたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和６年度

工 事 番 号 第２４１０００２７号

工 事 名 紀の川大橋南詰止水弁設置工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
止水弁設置工　　1式
舗装工　　1式
付帯工　　1式

変 更 の 理 由

　本工事にあたり次のとおり変更となります。
①歩車道境界ブロックを再設置から購入設置としたこ
とによる増額。
②設置に伴う土工面積が増加したことによる増額。
③舗装面積が増加したことによる増額。
④土壌調査を実施したことによる増額。
　以上の理由により、建設工事請負契約書第１８条第
１項第４号に基づき精査した結果、同契約書第１８条
第４項第２号に該当すると認められるため、同条第５
項及び第２５条の規定を適用し、増額変更いたした
い。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和６年度

工 事 番 号 第２４１０００３１号

工 事 名 岡山丁～谷町配水管布設工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
φ４００ｍｍ　ＤＩＰ　ＧＸ形　Ｌ＝２５０.２ｍ

変 更 の 理 由

　本工事において、次のとおり設計変更となります。

　試験掘りにおいて、地下埋設物位置のずれが一部確認
されたことから、布設位置及び掘削深の変更に伴う管材
料及び布設土工の増工。

　以上の理由により、建設工事請負契約書第１８条第１
項第４号に基づき精査した結果、同条第４項第２号に該
当すると認められるため、同第５項及び第２５条の規定
を適用し、増額変更とするもの。



様式第２号

年 度

工 事 番 号

工 事 名

変更後の工事 場所

φ100mm　 DIP　GX形 L=202.4m

消火栓設置撤去工 1箇所

給水管切替工 16箇所

既設管撤去閉栓工 1式

仮設配管工 1式

企業局

変更後の工事概要

（変更契約用）

令和  6 年度

第　24100037　号

・市道新和歌浦中之島紀三井寺線の既設舗装厚が想定より厚かったた
め、既設舗装版撤去に不測の作業時間を要した。

　協議の結果、本工事の受注者である 有限会社東和水道工業所 代表取
締役 中村員章より、建設工事請負契約書第２２条第１項に基づき工期延
長請求書の提出があり、受注者の責めに帰すことができない事由である
と認められるため、同契約書同条第２号及び第２４条の規定に基づき、
４４日間の工期延長をするもの。

美園町４丁目～田中町４丁目配水管布設替工事

変更の理由

　本工事施工にあたり、次の理由により不測の日数を要したため。


